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シンガポールにおける会社設立のプロセス 

 

Ⅰ. はじめに 

 

1. 概要 

シンガポールは世界銀行が発表した 2020 年版のビジネス環境にて高評価を得ていることから分かる

ように、外資規制や送金規制もあまりなく、世界的にみても容易に会社を設立することができると言われ

ているが、昨今の就労ビザ環境の悪化に伴い、実際に駐在員が着任し、現地で本格的に事業を開始するま

でには、相当程度の時間を要する。本レポートでは、具体的にどのような手順で会社設立を進めていけば

よいか、プロセスごとに解説する。 

  

◆ 会社設立のプロセス 

 

       ＜設立手続き＞                ＜ビザ申請＞ 

       

STEP1: 事前準備 

             (約 1 週間)  

STEP2: 代行業者決定    

  (約 1 週間)   

STEP3: 会社設立必要情報の決定   

  (約 1 週間)  

 STEP4: 設立必要書類の準備と署名 

   (約 1 週間)   

      STEP5: 会社および支店設立登記    

   (約 4 週間)  

      STEP6: 銀行口座の開設    

   (約 1 週間) 

 SPTE7: 資本金の入金と増資手続き       STEP8: 就労ビザ申請  

                          EPOL アカウントの増資登録 

                                     (約 1 週間) 

         就労ビザ申請 

                 (約 3 週間) 

                             審査結果通知 

 

    STEP9: 現地法人稼働                            入国、就労ビザ発行        

 

 

  

EPOL・myMOM Portal 開設とアクセス

権限の取得（約 1 週間) 



2 

Copyright©2021 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

 

2. STEP ごとの所要時間について 

 シンガポールで法人を設立し、ビジネスを開始するためには、①シンガポール進出のための事前調査

（STEP1～2）、②法人設立（STEP3～5）、③銀行口座の開設（STEP6）、④増資手続き（STEP7）、⑤就

労ビザの取得（STEP8）の五つに大きく分けられる。①シンガポール進出のための事前調査は、進出目

的をどれだけ明確に定めるか、事前調査をどれだけ入念に検討するか、代行業者の見極めにどれだけ時間

を割くかということによるため一概にいえないが、早ければ、2 週間程度で決定する会社もある。②法人

設立は、必要書類の準備にどれだけ時間がかかるかにもよるが、すべての情報を集めてから 2～3 週間程

度で会社を設立することも可能である。③銀行口座の開設は、マネーロンダリングやテロ資金供与対策等

のため、審査が厳しくなっており、少なくても 4 週間ほどを要する。④増資手続きは、口座を開設した

後、資本金を日本の口座から新規に設立した法人の口座へと送金することが可能となるが、増資関連書類

の準備には、あまり時間は要しないため、1 週間程度あれば、増資手続きは完了する。⑤就労ビザの取得

については、最近、就労ビザ取得に対する審査の厳格化等の影響により、承認までの時間が長くなり、In-

Principle Approval Letter を保持した駐在員等が来星し、就労を開始するまでの期間が 3 カ月以上とな

る場合も少なくなく、時間を要するケースが多くなっている。 

 

 

3.それぞれの関係省庁 

 会社を設立するにあたって、関係省庁について下記に簡単に紹介する。 

 

■会計企業規制庁（Accounting and Corporate Regulatory Authority：ACRA） 

  2004 年に設立された財務省（Ministry of Finance）傘下の政府機関であり、会社法や会計基準の監督

を担っている。現地法人やシンガポール支店の設立、登記事項の届け出等は、金融監督庁（Monetary 

Authority of Singapore）等の別の政府機関が管轄している場合を除き、ACRAに対して行う。 

（英語ウェブサイト）https://www.acra.gov.sg/ 

 

■シンガポール経済開発庁（Singapore Economic Development Board: EDB） 

  EDB は 1961 年に設立されたシンガポールの経済産業省（Ministry of Trade and Industry）傘下の政

府機関であり、シンガポールの産業育成、投資誘致を担っている。海外 20 カ所以上に事務所を有し、外

国企業に投資先としてのシンガポールの情報を提供している。日本にも東京と大阪に事務所を構え、日本

企業のシンガポール投資を支援している。 

（日本語ウェブサイト）https://www.edb.gov.sg/ja.html 

 

■シンガポール企業庁（Enterprise Singapore） 

 Enterprise Singapore は、シンガポールに拠点を置く企業の海外展開とシンガポールを中心とした国

際取引の発展を担っている。駐在員事務所の設立・管理をしており、国際取引に関する優遇税制の承認を

行うのも Enterprise Singapore である。Enterprise Singapore も東京に事務所を構えている。 

（英語ウェブサイト）https://www.enterprisesg.gov.sg/ 

 

  

https://www.acra.gov.sg/
https://www.edb.gov.sg/ja.html
https://www.enterprisesg.gov.sg/
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Ⅱ. 事前準備 

 

1.進出形態（現地法人、支店、駐在員事務所）とそれぞれのメリット・デメリットについて 

 シンガポールに拠点を設ける場合、主に三つの進出形態が考えられる。現地法人（Company）、支店

(Branch)、駐在員事務所（Representative Office）である。シンガポールでは、現地法人の設立が他国と

比較し、比較的容易であり、税制メリットも享受できるという理由から、現地法人による進出が多い。駐

在員事務所はそもそも営業活動ができないが、現地法人や支店に比べて設立後の維持管理費用が低く、管

理の手順も簡便であるため、最初は市場調査のみを目的とし、撤退の可能性も十分あり得るという状況で

あれば、駐在員事務所の選択肢もある。最終的には、権限移譲や社内外へのレピュテーションの問題や、

撤退リスクや税制上の問題なども鑑みて、どの進出形態を選択するかは慎重に検討する必要がある。以

下、それぞれの進出形態について概略を説明する。 

 

① 現地法人（Company） 

 現地法人にも、会社法上はいくつかの種類がある。もっとも一般的なものがプライベート・カンパニー

（Private Company Limited by Shares）で、ほとんどの日系企業はこれに該当する。なお、プライベー

ト・カンパニーのうち一定の要件を満たす法人は、エグゼンプト・プライベート・カンパニー（Exempt 

Private Company Limited by Shares）と呼ばれ、一定のコンプライアンス免除が認められる。いわゆる

株式会社を会社法に沿って大別すると以下の四つに区分できる。 

 

a. 私的会社（Private Company Limited by Shares） 

 日系企業の進出形態として最も一般的なビジネス形態である。株主が 50 人以下で株式譲渡に制限があ

る。日本の親会社が株主となる場合には、下記の b. 私的免除会社ではなく、これに該当することになる。 

 

b. 私的免除会社（Exempt Private Company Limited by Shares：EPC） 

 私的会社のうち、株主が 20 人以下の個人株主である会社または政府系企業で、大臣が官報において、

私的免除会社であることを宣言した会社である。日本人オーナーによる個人出資でシンガポールに進出

した際には、これに該当する場合が多い。私的会社と異なり、貸借対照表および損益計算書等の登記が不

要である。 

 

 さらに、上記の a.と b. の会社で、日本の親会社を含むグループとして下記の条件のうち、二つ以上を

満たす場合、会計監査人による法定監査が免除される。 

 

・年間売上高が 1,000 万 シンガポールドル（以下､ SG ドル）以下 

・年度末時点において総資産が 1,000 万 SG ドル以下 

・年度末時点において総従業員数が 50 人以下 

 

c. 公開会社（Public Company Limited by Shares） 

 株式の譲渡制限がなく、株式の公募やシンガポール証券取引所に上場することができる。 
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d. その他 

 会社法上は、無限責任株式会社（Unlimited Company）という株主が無限の責任を負うビジネス形態

などの法人形態もあるが、日系企業進出にあたっては一般的でない。 

一般的なシンガポールの現地法人設立は、上記 a.か b.かのいずれかに分類されることになる。 

これらの要件をまとめると以下のようになる。なお、下表で「決算登書登記」が必要となった場合、   

登記された決算書は公開情報としてだれでも閲覧可能となるため、留意が必要である。 

 

会社形態 要件 
決算書 

登記 
監査免除 

私的会社 株主が 5 人以下で、私的免除会社に以下に該当しない。 必要 
*1 

私的免除会社 株主が 20 人下で、私的免除であることを宣言する。 不要 

*1 日本の親会社を含むグループとして、下記の二つ以上を満たす場合、法定監査が免除となる。 

・年間売上高が 1,000 万 SG ドル以下 

・年度末時点において総資産が 1,000 万 SG ドル以下 

・年度末時点において総従業員数が 50 人以下 

 

② 支店（Branch） 

 外国法人のシンガポール支店である。シンガポール支店は、シンガポール内では、独立した法人とはみ

なされず、外国法人とみなされる。よって、設立や設立後の登記事務にあたって、本店の情報が必要とな

る。シンガポールでは、現地法人の方が好まれる傾向にあるが、支店を選択するケースもある。現地法人

と比較した場合のメリット・デメリットは④で説明する。 

 

③ 駐在員事務所（Representative Office） 

  駐在員事務所は特定の業種に係るものを除き、Enterprise Singapore の管轄である。業務範囲は市場

調査や進出にあたっての規制調査、展示会への出展などに限られているが、駐在員事務所があることによ

って、就労ビザを取得することができ、事務所や社宅の契約も締結することができるようになる。また、

本社で行っている事業が、銀行業、保険業、投資業、法務などの場合には、管轄が Enterprise Singapore

ではいため、管轄の監督官庁に確認する必要がある。なお、具体的に駐在員事務所では認められない業務

の具体例として以下のような活動が挙げられている。 

 

 販売契約の締結や事業活動 

 事務所などの転貸借 

 事業活動に伴う契約締結や、請求書・領収書発行の本社代理 

 報酬を受けるようなサービス提供やコンサルティング業務 

 本社の販売代理業務やそのコーディネート 

 広告活動のような販売促進に係る契約締結 

 品質管理のための技術提供やコンサルティング業務 など 
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駐在員事務所は、シンガポールでの現地法人または支店設置の準備段階と位置付けられているため、長期

の存続は想定されておらず、通常 1 年間のみ存続が承認され、更新は可能であるものの、原則として最

長 3 年で現地法人または支店の設置か撤退の判断を求められる。以前は、10 年などの長期にわたって駐

在員事務所が更新される会社もあったが、最近ではこういった会社も更新が認められず、現地法人もしく

は支店への変更を余儀なくされている例もみられる。 

 なお、駐在員事務所は、収益活動を営まないので、法人税、GST 等に関する申告・納付義務は発生し

ない。ただし、駐在員・従業員の個人所得税の申告は必要である。  

  

④ 現地法人と支店のメリット・デメリット 

駐在員事務所は営業活動を行えず、法人税や GST 等に関する申告・納付義務もないため、現地法人・ 

支店とはまったく位置付けが異なるが、現地法人と支店は、両方とも営業活動が可能で、法人税や GST

等に関する申告・納付義務もあり、違いが分かりづらい。参考までに下記に現地法人と支店の形態で進出

した場合のメリット・デメリットを挙げている。 

 

a. 支店のメリット 

 

 資金移動が簡便 

 通常、現地法人と資金移動を行う場合には、増資や貸付金、配当などの名目を付ける必要がある。配当

は原則として利益部分のみが配当可能となるため、損失が発生している会社からは配当で資金還流する

ことは難しい。また、貸付金に関しては、税務上の理由から原則として利息を生じさせる必要があり、利

率や源泉税なども考慮しなければならない。これに対して、本支店間での資金移動には契約も必要なく、

単なる本支店勘定間の資金移動として比較的容易に資金移動ができる。 

 

 撤退の容易さ 

 シンガポール現地法人は、設立は簡単であるが、ある程度事業活動を行っていた法人を清算するには、

1～2 年程度を要することになり、時間もコストもかかる。一方、支店の閉鎖は、比較的容易でコストも

安価なため、撤退リスクを鑑みれば、支店での設立も考えられる。 

 

 居住取締役の設定不要 

 後述するが、シンガポールの現地法人には、シンガポールに居住する現地法人の取締役（Resident 

Director）の登録が必須とされている。これに対して、支店の場合はシンガポールに居住する 1 人の代表

権者（Authorized Representative）という役職の登録が求められる。居住取締役として就任する人材が

確保できればよいが、そうでなければ、支店形態での進出も検討することになる。 

 

 損益通算 

 日本法人のシンガポール支店で損失が発生した場合、税務上、この損失は日本本社で生じた利益と相殺

することが可能であり、日本本社で損失が発生している場合でも日本本社の税務上の欠損金として繰り

越しができる。一方で、現地法人の形態で損失が生じたとしても、この損失は日本本社の利益とは相殺で

きない。例えば、シンガポールの営業活動は最初数年での黒字化は難しいと考えているが、一方で日本本
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社では、継続的に利益が生じているため、何とかシンガポールで生じる損失を本社の利益と相殺させたい

といった場合には、支店での進出を検討することになる。 

 

b. 支店のデメリット 

 

 設立時の手間 

 支店の設立登記の際には、日本本社の定款・謄本の英語翻訳の公証手続きを取る必要があり、本店取 

締役全員の氏名、住所、パスポート番号の公開等が必要になるため、現地法人設立よりも支店設立の方が

一般的には手間を要する。また、地場銀行の口座開設にあたっても、支店の場合には、本店の資本関係な

ども詳細に説明する必要があり、一般的に口座開設に時間がかかるケースが多い。さらに、設立後も本店

取締役変更のたびに、シンガポールでも支店登記が必要となる。 

 

 本店決算書の公表 

 シンガポールでは決算書を登記する義務があり、これは公開情報として誰でも購入することができる。

現地法人の場合には、その現地法人の決算書のみを登記すればよいが、シンガポール支店の場合には英

訳した本店決算書を併せて登記する必要がある。日本で既に決算書を公開している会社であれば、さほ

ど影響はないかもしれないが、日本で決算を公開していない会社がシンガポールで本社まで含めた決算

情報を公開するのは敬遠されることもある。 

 

 現地法人への移行 

 支店から現地法人への移行は手間がかかる。方法としては、まず現地法人を全く別に設立して、そこ 

に各種契約を移転し、支店の銀行口座は閉鎖、現地法人で新たな銀行口座を開設するとともに、就労ビザ

も現地法人で再度取得して切り替えることになる。すべての移行手続きが完了した段階で、支店の閉鎖手

続きを行う。特に、顧客やその他取引先との契約が多数にわたる場合には、現地法人への契約の切り替え

は想像以上に時間を要する業務となる。つまり、最初から現地法人を設立するより時間も費用もかかるこ

とになる。 

 そのため、数年後に支店から現地法人への切り替えを検討しているのであれば、最初から現地法人とし

て設立したほうが手続き上は簡便である。 

 

 低税率の恩恵不適用 

 日本法人のシンガポール支店の場合には、シンガポール支店で生じた所得または欠損を、日本の法人

税申告書上すべて取り込んで所得計算をなければならない。そのため、現地法人であればシンガポール

の最高税率 17%の課税のみで日本では原則として課税されていなかった所得が、支店であればシンガポ

ールの所得を日本で合算して申告することになり、シンガポールの低税率のメリットが享受できない。 

 

 決算期の固定 

 支店の決算期は本店に合わせる必要があるため、本店の決算レポートに期限などがある場合には、これ

に間に合うように支店の決算を行い、本店決算に取り込む必要がある。また、現地法人であれば初年度は

設立日から最大 18 カ月まで決算期を設定することが可能であるが、支店の場合には、このような延長は
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ない。 

 

2. 外資規制・ライセンス等の検討 

東南アジアの特定国でみられるような外資の小売業への参入の禁止など、外資規制は海外ビジネスに

おいて非常に重要な検討事項である。シンガポール政府は、外資資本に対して広く投資の間口を開き、

投資を奨励しているため、軍事事業や水道・電気・ガス等の一部の公益事業や、金融、メディア事業等

以外は基本的に外資規制の対象外となっている。なお、規制業種の中でも一定比率以下の投資に関して

は認められているケースがあるため、管轄当局のウェブサイトを確認し、管轄当局に問い合わせること

が必要である。なお、一部の事業に関しては、事業を管轄する省庁から営業許可を得る必要がある。こ

れらについては、以下を参照のこと。 

 

① 規制業種 

a. メディア（Broadcasting Act または Newspaper and Printing Presses Act）  

b. 電気・ガス (Electricity Act または Gas Act)  

c. 製造業規制法（Control of Manufacture Act） 

d. 光ディスク映像法（Manufacture of Optical Disc Act） 

e. 金融（Banking Act） 

f. 法律サービス(Legal Profession Act)  

 

② ライセンス 

 シンガポールでは、一定の事業を行うにあたってライセンスの取得が必要となる。以下は代表的な業

種、監督官庁である。 

 

業種 監督省庁 

小売業 

スーパー 

マーケット 
食品庁（SFA：Singapore Food Agency)  

携帯電話など

通信機器販売 

情報通信メディア開発庁（IMDA：Inforcomm Media Development 

Authority） 

免税店 税関（Singapore Customs） 

ペット 

ショップ 獣医庁（Animal & Veterinary Service :AVS） 

薬局  

 

健康科学庁（HAS:Health Science Authority) 

 

 

タバコ販売 
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製造業 

危険物など化

学品の製造業 
環境省（MSE：Ministry of Sustainability and the Environment） 

化学兵器禁止

条約に基づく

特定化学品の

製造業 

税関（Singapore Customs） 

食品製造業 
食品庁（SFA: Singapore food agency） 

畜場 

建設業 

国家資格を有

する専門家サ

ービスの提供 

専門技術者局（PEB：Professional Engineers Board)  

教育産業 私立学校 
教育省（MOE：Ministry of Education)  

私立教育審議会（CPE：Council for Private Education） 

医療・介護

サービス  

民間病院、 

診療所 
保険省（MOH：Ministry of Health) 

旅行業 全般 シンガポール観光局（STB：Singapore Tourism Board)  

電子通信業 

電気通信設備

を所有する設

備ベース事業

者ライセンス 
情報通信メディア開発庁（IMDA：Inforcomm Media Development 

Authority） 
設備を所有し

ないサービ

ス・ベース 

事業者ライセ

ンス 

不動産業 
不動産開発業 都市開発庁（URA: Urban Redevelopment Authority) 

不動産仲介業 不動産仲介業評議会（CEA: Council for Estate Agencies) 

飲食業 

レストラン 食品庁（SFA: Singapore food agency） 

アルコール 

飲料販売 
警察庁（SPF: Singapore Police Force） 

セントラル 

キッチンなど 
食品庁（SFA: Singapore food agency） 

運送業/ 

物流業 

内航海運業 海事港湾庁（MPA: Maritime and Port Authority of Singapore） 

航空輸送業 民間航空庁（CAAS: Civil Aviation Authority of Singapore） 

石油・可燃物

輸送業 

 

民防部隊（SCDF: Singapore Civil Defence Force） 
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ライセンス 

倉庫を運営す

る物流業 

税関（Singapore Customs） 

危険物等化学

品を取り扱う

物流業 

環境省（MSE：Ministry of Sustainability and the Environment） 

冷蔵・冷凍 

倉庫 
食品庁（SFA: Singapore food agency） 

その他 

人材紹介業 人材省（MOM: Ministry of Manpower) 

展示会、 

コンサート、

演劇など 

情報通信メディア開発庁（IMDA：Inforcomm Media Development 

Authority） 

インターネッ

トサービス・

プロバイダ、

インターネッ

トコンテン・

ツプロバイダ 

出版業 

ホテル業 ホテル認可庁(HLB：Hotels Licensing Board） 

 

3. 資本金額について  

 シンガポールの現地法人は､SGD1 でも設立できるが、就労ビザを取得するための目安として 10 万   

SG ドル以上あることが望ましいと言われており、駐在員を派遣する場合には最低でも 10 万 SG ドルの

資本金を入れる会社が多い。なお、資本金の通貨は、必ずしもシンガポールドルである必要はなく、ほか

の通貨（日本円、US ドルなど）にすることも可能である。ただし、のちの会計業務等を鑑みると、決算

書の作成に用いる機能通貨に資本金通貨を合わせることが望ましい。なお、シンガポールでは、利益部分

のみが配当できるとされているため、いったん資本金として注入した資本は、減資手続きを経ない限り、

還流できない。 

 なお、支店や駐在員事務所は現地法人と異なり資本金という概念がない。ちなみに、支店は日本法人の

資本金をそのままシンガポールでも資本金として登記することになる。 
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Ⅲ. 代行業者決定 

 

1. 代行業者の種類（コンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等）について 

 専門家は、それぞれの分野で強みが異なるため、利用する企業側でそれぞれ具体的に相談領域を明確に

してサービスを依頼することになる。 

 コンサルティング会社には、会社独自の業域の個別具体的な市場調査や海外戦略立案といったアドバ

イスを受けたいというニーズに適している。また、コンサルティング会社は業態や調査内容によって専門

分野が分かれているため、望んでいるニーズに適合したコンサルティング会社を探すということが重要

である。 

法律事務所は、進出時の規制・会社法・雇用法などの調査や、実際の設立手続きなどの依頼が期待でき

る。会計事務所は、会計や税務に関して、投資にあたっての最適なストラクチャーの相談や、実際の設立

手続きなどの依頼が期待できる。 

 どの専門家に依頼をするにしても、評判を確認し、面談を通して専門家の信頼性を評価し、契約を締結

する必要がある。最近は、電子署名やウェブミーティングの発達等により、代行業者の選定・決定のプロ

セスを渡星せずに完結させることが可能になっている。 

 

 

2. 進出完了までにかかるイニシャルコスト 

 進出にかかるコストは大きくわけて、①フィージビリティ・スタディー等の事前調査費用と②法人設立

にかかる費用の二つがある。①事前調査費用は、社内のリソースだけで行うか、外部のコンサルティング

会社にも手伝ってもらうかで、大きく異なってくる。②の法人設立費用は、業者にもよるが、5,000～1 万

SG ドルくらいが相場となっている。なお、駐在員事務所の設立費用は、現地法人や支店の設立費用と比

べて低くなる場合が多い。  

 

 

Ⅳ. 会社設立必要情報の収集と決定 

 

設立に際しての決定事項 

 

【現地法人】 

■会社名 

 会社名の候補が決まったら、会計企業規制庁（以下、ACRA）のウェブサイトで最初に使用可否を確認

し、使用可能であれば、商号を予約することになる。予約は 60 日間有効で、予約期限が切れてしまった

ら、同一名で再予約することも可能である。ACRA が商号としてふさわしくないと判断した場合や、類

似商号がある場合には、その商号を使用できないが、ACRA のウェブサイトで使用不可とされた場合で

あっても、ACRA に嘆願書を提出し、説明をすることで、認められる場合もある。 
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■事業内容 

 シンガポール法人は自然人と同様にどのような事業も行ってよいとされており、定款や登記簿謄本に

記載された事業目的の範囲内でしか事業が行えないといった制約はない。ただし、登記簿謄本に主な事業

内容を最大で二つまで記載することが求められている。なお、この業種登録は規定の SSIC（Singapore 

Standard Industrial Classification）コードと呼ばれる一覧から選択することになる。 

 

■住所 

 設立登記をしなければ、シンガポール現地法人として賃貸借契約を締結することはできないため、すで

にあるオフィスに間借りすることなどが決まっているような場合を除いて、設立当初は登記住所を用意

することができない。そのため、設立を代行する会計事務所などの住所を一時的に借りて設立登記をする

ケースが多い。 

 

■株主 

 設立当初は 1 SG ドルなど最低限の資本金で設立をすることが一般的である。その最初の株主が発起人

となり会社を設立する。発起人は何人でもよく、個人または法人を問わない（シンガポール居住要件もな

い）。 

 ジョイントベンチャーで複数の利害関係者が株主となる場合には、配当や株式譲渡などについて、株主

間契約を締結して、その内容を定款に落とし込む必要があるため、そのような場合には最初に株主を決め

るにあたって、株主間の合意事項も決める必要がある。 

 

■取締役 

 シンガポールでは定款に定めがある場合を除いて何人でもよいが、シンガポール居住の取締役を少な

くとも 1 人選任しなければならない。シンガポール居住者とは、シンガポール国籍保有者、シンガポー

ル永住権保有者およびシンガポールの就労ビザ保有者で、シンガポールに居住住所を持つものである。 

 日系企業がシンガポールに進出する場合、設立当初は居住取締役を用意することができないため、設立

を委託する現地会計事務所等の人間に代理で居住取締役を依頼するケースが多い。 

 

【支店】 

■支店名 

 現地法人と同様に支店名の予約を行う。本店の名称に、Singapore Branch などと付けるのが一般的で

ある。 

 

■事業内容 

 支店の事業内容も現地法人と同様に選択することになる。 

 

■住所 

 現地法人と同様に、設立当初は設立を委託する会計事務所などの住所を使用する場合が多い。 
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■代表権者 

 代表権者は 1 人必要であり、シンガポール居住者である必要がある。ここでいうシンガポール居住者

も現地法人の居住取締役同様、シンガポール国籍保有者、シンガポール永住権保有者およびシンガポール

の就労ビザ保有者で、シンガポールに居住住所を持つものである。なお、代表権者は会社法上の支店の義

務となっている事項に関して個人的に責任を有する場合もある。 

 

【駐在員事務所】 

■本店の情報 

 会社名、本店住所、電話・FAX 番号、Eメール、会社ウェブサイト、事業内容、主要株主の名称・ 

持ち分比率 

 

■関連会社の情報 

 シンガポールにある関連会社の詳細 

 

■駐在員事務所の情報 

 主席駐在員の氏名等、駐在員事務所の住所、活動内容、設立後 2 年間の予算など。 

 

 

Ⅴ. 設立必要書類の準備と署名 

 

【現地法人】 

■定款 

 定款（Constitution）とは、企業の基礎的な事項を定めるルールブックであり、ACRA に登録が必要と

なっている。なお、2014 年会社法の改正前は、基本定款（Memorandum of Association）と付属定款

（Articles of Association）の二つで構成されており、合わせてM&A と呼ばれていた。 

 モデル定款は一般に公開されており、会社設立を代行する法律事務所、会計事務所およびカンパニー・

セクレタリー会社には定款のひな型があるため、これをベースに作成するのが一般的である。なお、日本

の定款とシンガポールの定款の違いとして、日本は会社の絶対的なルールブックという意味合いがあり、

定款と違う内容のことを別の契約で規定しても定款が優先されるのに対して、シンガポールでは会社と

株主との契約という意味合いが強く、株主間契約が存在する場合、定款より株主間契約の内容が優先され

る。また、シンガポールでは、会社の目的事項の記載は、現在、絶対的記載事項ではない点も、日本の定

款とは大きく異なる部分である。 

（参考）モデル定款：https://sso.agc.gov.sg/SL/CoA1967-S833-2015?DocDate=20151231 

 

■取締役会議事録 

 取締役、会社秘書役、住所、株主、決算期等を決定する初回の取締役会を開催し、議事録を準備する  

必要がある。実務上、取締役会の実開催自体は省略され、書面決議のみで終わらせる場合が多い。なお、

取締役会は会社設立後遅滞なく開催する必要がある。 

https://sso.agc.gov.sg/SL/CoA1967-S833-2015?DocDate=20151231
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■取締役就任宣誓書（Form 45） 

 取締役に就任するための要件（年齢や犯罪履歴がないことなど）を満たしていることを宣誓する書類

に、各取締役の署名が必要となる。なお、設立代行業者の人が居住取締役に就任する際も、同様に宣誓書

が必要である。 

 

■株主代理人の選定書（Certificate of Appointment of Representative） 

 発起人（株主）が法人の場合、今後開催される株主総会に備えて、その法人の代理署名者（株主代理人）

をこの書類によって任命することになる。発起人が個人の場合は、特にこの書類は必要ない。なお、株主

代理人は、その株主の代表取締役である必要はなく、この書類によって権限を付与されたものであれば誰

でも問題はない。 

 

■取締役および株主代理人の氏名、ID ナンバーならびに住所に関する情報 

 設立の際には、新法人に就任する全取締役ならびに株主代理人の氏名、ID ナンバーならびに住所に

関する情報が必要である。一般的には、パスポートのコピーや運転免許証等の住所を確認する書類等が必

要となる。なお、当該書類のコピーは公証人等による認証が求められる場合が多い。 

 

■実質的支配者（Registrable Controller）のパスポートコピー 

 実質的支配者とは、「重要な利害関係」または「重要な支配権」を有する個人、または法人のことをい

い、具体的には、法人株主の株式または議決権の 25％以上を保有している場合を指す。シンガポールで

は、実質的支配者の情報の登記が義務付けられており、実質的支配者が個人株主の場合、ACRA へ登記

のため、実質的支配者の ID ナンバーを示すパスポートのコピーの提出が必要となる。なお、当該コピー

は公証が必要な場合が多い。  

 

【支店】 

■代表権者選任書 

 代表権者を選任する書類で、通常、本社の取締役のいずれか 1 人が公証役場でこの選任書を公証する。 

 

■日本本社の登記簿謄本（英訳） 

 最新の日本本社の登記簿謄本を英訳し、上記同様に公証したものが必要である。 

 

■日本本社の会社定款（英訳） 

 最新の日本本社の登記簿謄本を英訳し、上記同様に公証したものが必要となる。 

 

■日本本社取締役の一覧 

 日本本社の登記簿謄本に記載されているすべての取締役について、氏名、住所、国籍、ID ナンバー（一

般的には、パスポート番号）、任命日の情報が必要である。なお、ID や住所を確認するパスポートや免許

書等のコピーは公証人等による認証が求められる場合が多い。  
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【駐在員事務所】 

■日本本社の決算書 

 直近の貸借対象表と損益計算書（英語訳付きのもの）で、原則として監査報告書も併せて提出する必要

がある。 

 

■日本本社の登記簿謄本  

 翻訳の専門家によって翻訳されたもので、翻訳証明書の添付が必要となる。 

 

■ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS 

 シンガポールで駐在員事務所を設立するにあたっての基本条件の承認書。取締役等の署名、国籍、パス

ポート番号と日本本社の会社印の押印が必要となる。このフォームは、Enterprise Singapore のウェブ

サイトからダウンロードできる。 

（参考）Terms and Conditions：https://roms.enterprisesg.gov.sg/tnc.aspx 

 

 

■日本本社の会社案内 

 会社の概要を説明するために一緒に提出することが望ましい。英語版の提出が好ましいが、すぐに用意

が難しい場合には、日本語版でも提出すると印象がよいと考えられる。 

 

 

Ⅵ. 会社および支店設立登記 

 

当局への申請から認可まで 

  

現地法人と支店の場合、必要書類の準備ができたら、ACRA へオンラインにて申請を行う。登記手続

きが完了したら、現地法人の場合、Certificate Confirming Incorporation of Company、支店の場合、

Certificate Confirming Registration of Foreign Company という設立証明書が発行される。なお、駐在

員事務所の場合は Enterprise Singapore のウェブサイトからオンラインにて行い、通常、1 週間以内に

Enterprise Singapore からメールで返信があり、特に問題がなければこの時点で設立が承認される。 

 

 

VII. 銀行口座開設 

 

1. 銀行口座の開設 

 シンガポールで取引を始めるにあたって、まずは銀行口座を開設しなければならない。シンガポール

で銀行口座を開設しようとする場合、銀行は 3 種類に大別される。日系銀行のシンガポール支店、シン

ガポール地場、そして HCBCやシティバンクなどのグローバル銀行で、それぞれ強み弱みがある。銀行

口座の開設にあたっては、使用目的に応じてこれらの銀行口座をバランスよく使い分けることが望まし

https://roms.enterprisesg.gov.sg/tnc.aspx
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い。 

 なお、シンガポールで法人口座を開設しようとする場合には、一般的には日本でいう当座預金口座を

開設することになる。つまり、預金利息が付かない代わりに、小切手を使える口座である。定期預金口座

なども必要であれば、口座開設の際に銀行担当者にしてみるとよい。以下、それぞれの銀行の特色につい

て簡単に説明する。 

 

2. 日系銀行 

 日系のメガバンク 3 行（三菱UFJ ファイナンシャルグループ、みずほファイナンシャルグループ、三

井住友ファイナンシャルグループ）は、以前から、シンガポールに支店を持っており、これらのシンガポ

ール支店でしか、口座開設をすることができなかった。最近は、都市銀行や地方銀行なども進出してお

り、場合によっては、これらのシンガポール支店でも口座を開設することが可能になった。 

 日系銀行で口座開設する場合には、基本的に日本での取引がある銀行の取引支店からの紹介で、シンガ

ポールにも口座を開設するというケースが多い。日本語で対応可能であることや、日本の商慣習に精通し

ていることから、多くの日系企業が日系銀行で口座を開設している。また、日系銀行は、単に銀行口座と

して利用するだけにとどまらず、CMS（Cash Management System）・為替ヘッジなどの各種金融サー

ビスの提供や、ビジネス上のアドバイス、シンガポール政府とのコネクションなど、ビジネスを行うにあ

たって、さまざまな相談も期待できる。 

 なお、駐在員個人はシンガポール地場銀行もしくは外資系銀行で個人口座を開設することが多い。 

 

3. シンガポール地場銀行 

 シンガポール地場銀行では、DBS Bank、OCBC Bank、UOB Bank の 3 行が大手行として有名であ

る。これら 3 行はシンガポール国内の至る所に ATM が設置されており、シンガポールのローカル企業

との取引、シンガポール政府、政府系企業などへの支払いにも利便性が高いなどのメリットがある。そ

のため、日々の小口取引が多くなる場合には、シンガポール地場銀行の口座を一つ用意しておくと便利

である。シンガポールは署名文化が強いため、シンガポール地場銀行の口座開設にあたっては、その口

座のサイン権限者として登録される方が銀行員の面前で署名の確認をする必要がある。そのため、原則

としてサイン権限者がシンガポールに来星して手続きを行う必要があり、口座開設のスケジュールを急

ぐ場合には、サイン権限者の来星予定なども考慮して検討しなければならない。また、最近ではマネー

ロンダリングを厳しく取り締まる傾向にあり、株主情報や事業資金調達方法などは詳細を確認されるケ

ースが多い。参考までに大手地場銀行 3 行の概要を紹介する。 

 

a. DBS Bank Limited(DBS)  

 DBS は 1968 年にシンガポールの開発に対する融資期間としてシンガポール政府によって設立された

シンガポールの政府系銀行で、以前はシンガポール開発銀行（Development Bank of Singapore 

Limited）という名称で呼ばれていた。東南アジアを中心にシンガポール国外にも展開しており、東京

にも支店を有する。 

 また、1998 年にシンガポールの郵便貯金期間である POSB（Post Office Singapore Bank）も政府か

ら買収しており、規模としてもシンガポール最大の地場銀行である。 

 



16 

Copyright©2021 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

 

 

b. Overseas Chinese Banking Corporation(OCBC) 

 OCBC は、1932 年に設立された華僑資本の銀行で、シンガポールを本店とする。「ブルームバーグ・

マーケッツ」誌が発表した「世界で最も有力な銀行ランキング」において、2011 年から 5 年連続で第 1

位に選出されるなど国内外からの評価も高い。台湾やマレーシアなどを中心として東南アジア各地に古

くから拠点を持つ。 

 

c. United Overseas Bank Limited(UOB)  

 UOB は、1935 年に Wee Khiang Cheng 氏が友人とともにシンガポールで設立した United Chinese 

Bank が起源となる。その後、UOB はシンガポール地場銀行の買収により規模を拡大してきた銀行で、

1973 年に Lee Wah Bank、1984 年に Far Eastern Bank、2001 年に Overseas Union Bank というシ

ンガポール地場銀行をそれぞれ買収している。今では、シンガポール 3 大銀行の一角として数えられる

銀行となった。 

 

4. グローバル銀行 

 シンガポールは金融センターの役割も担っているため、グローバル銀行も揃っている。シティバン

ク、HSBC、スタンダードチャータード銀行などがこれにあたる。 

 マルチカレンシー口座の開設や複雑な金融商品取引は外資系銀行の得意分野といえるが、立ち上げた

ばかりのシンガポール法人でこのような取引を始めるケースは少なく、日系銀行とシンガポール地場銀

行のみで対応するケースが多いように見受けられる。事業の内容や進展状況によって、グローバル銀行

での口座開設の必要性を見極めることが必要である。 

 

 

VIII. 資本金の入金と増資手続き 

 現地法人の増資手続きは、原則、株主総会の普通決議が必要となっている。株主総会の招集は取締役会

で決議し、株主総会の 14 日前までに招集通知を送付しなければならない。ただし、株主全員の同意を得

ることを条件に招集通知期間の短縮をすることができ、取締役会決議の同日に株主総会を行うことも可

能である。株主が株式の引き受けに同意し、株式申込書に署名したら、着金の証明書類と併せて、会社秘

書役に提出をする。書類を確認したのち、会社秘書役の方で ACRA のウェブサイド上で登記申請をし、

1 日あれば登記が完了する。 

 

 

IX. 就労ビザ申請  

 

1. 就労ビザの種類 

 日本人が取得するビザの種類は下記のとおり数多くあるが、一般的に日系企業が通常取得する就労ビ

ザの種類は、Employment Pass（EP）と S パスの 2 種類である。二つのビザは駐在員や現地採用の日

本人の多くに発給されているが、一般的に、EP は一専門職や管理職に就く人物を対象としている一

方、S パスは専門職や管理職ではない一般職または技術職・作業職に就く人物を対象としている。 



17 

Copyright©2021 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

 

 なお、2020 年 10 月 1 日以降に EP もしくは S パスを申請する場合、公平な雇用機会を与えるため、

シンガポール人や永住権者に向けた求人広告を政府機関求人募集サイト『My Career Future』に、最低

28 日間の掲載が義務付けられている。適切な人材の採用ができなかった場合には、外国人の EP 申請が

認められることになる。この制限は従業員数が 10 人未満の企業や Intra-Corporate Transferee(企業内転

勤者。以下、ICTという)には適用されないが、2020 年 11 月より、ICT については、シンガポールが締

結している協定上、家族の帯同が保証されていない限り、家族の帯同が認められなくなったこと、ならび

に ICT のビザの期限が終了した場合、シンガポールに就労すること、永住権を申請することができなく

なる可能性があることから、ICT の申請を避ける傾向にある。 

 

■ Employment Pass (EP) 

■ S Pass  

■ Letter of Consent (LOC) 

■ Training Employment Pass (TEP)  

■ Personalized Employment Pass (PEP) 

■ Work Holiday Pass (under Work Holiday Programm) 

■ Entre Pass 

■ Tech.Pass (2021 年 1 月より導入) 

 

2. 審査内容 

 就労ビザの審査は、シンガポール人材開発庁(Ministry of Manpower。以下、MOM という)に対して申

請を行い、MOM はスポンサー企業の情報と申請者個人の情報という二つの側面から判断するとされて

いる。具体的には、それぞれ以下のような項目が基準となり、いわゆる総合得点方式で判断されるが、発

給基準である最低月額給与を下回る場合、承認される可能性は極めて低くなる。また、新型コロナウイル

スに伴う雇用環境の悪化を受けて、2020 年 9 月に EP と S パスの発給基準となる最低基本月給が引き上

げられるなど、就労ビザの取得は厳格化している。 

 スポンサー企業の情報としては、以下のような項目が考慮される。 

 会社の規模 

 事業内容 

 現地人と外国人の雇用割合 

 過去 3 年間の売上高など 

 

 申請者個人の情報としては、以下の 4 要素が考慮される。 

 学歴 

 給与月額 

 関連職歴 

 役職 
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 なお、EP の最低基本月給は、2020 年 9 月に 4,500 SG ドル以上に引き上げられ、さらにスポンサー

企業が 2020 年 12 月に金融セクターに属する場合、5,000 SG ドル以上の月額給与を得る必要がある。

一方、Sパスは 2020 年 9 月に最低基本月給が 2,500 SG ドル以上に引き上げられている。 

 

3. 申請方法 

 申請には、ウェブ上で申請を行うオンライン申請と申請書を提出して行うマニュアル申請の二つの種

類があった。ただし、2015 年 6 月 1 日からマニュアルでの申請は一部のビザを除いて受理しておらず、

オンライン申請で行う必要がある。なお、オンライン申請を行う場合には、会社ごとの EP オンラインア

カウントと myMOM Portal を使用する必要があるが、開設手続きに通常、1～2 週間程度を要する。そ

のため、新規設立後、すぐにオンラインでビザの申請を行う場合、開設する期間も考慮に入れてスケジュ

ールを計画する必要がある。  

 

 

X. 現地会社稼働 

 事務所の稼働のためには、人の採用と事務所の賃貸が必要となる。これからの契約は会社設立後、可能

となる。 

 なお、人の採用については、求人広告や人材紹介会社を活用する方法があるが、テクノロジーの発達や

オンラインでの面接の普及により、現地社員を採用するのに来星する必要はなくなり、駐在員の就労ビザ

が発行されていない状況でも、現地社員の採用活動を行うことも可能である。 

 事務所の賃貸については、物件のほとんどが 2 年契約で、中途解約不可となっている。最近、利用期間

に融通が利くサービスオフィスの利用が普及しており、進出当初は特に、通常の契約ではなく、サービス

オフィスを利用するケースが増えてきている。なお、不動産エージェント経由で、オンラインでの内覧も

可能となっている。 

 

 


